
仕 様 書 
 

行財政局総務部庁舎管理課  
（担当：谷口、高瀨 電話：075-222-3046） 

件 名 令和８年度京都市監査事務局（旧きた下水道管路管理センター）清掃

管理業務 
契 約 期 間 令和８年６月１日～令和９年３月３１日 

契約条件 

 
「令和８年度京都市監査事務局（旧上下水道局きた下水道管路管理セ

ンター）清掃管理業務仕様書」のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 
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令和８年度京都市監査事務局（旧上下水道局きた下水道管路管理センター） 

清掃管理業務仕様書 

 

第１ 業務内容 
   本業務は、京都市市庁舎の清掃管理業務を委託することにより、庁舎の衛生的環境の確

保、美観の保持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部

材、設備等の更新時期の延伸を資することを目的とする。 
   なお、受託者は建築物衛生法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、適正に業

務を実施しなければならない。また、本仕様書は作業の大要を示すものであり、現場の状

況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、本市が施設管理上必要と認

めた作業・業務は委託金額の範囲内で実施するものとする。 
 

第２ 業務場所 
（１）対象施設 
   令和８年５月下旬に京都市監査事務局が移転を予定している 

元きた下水道管路管理センター東部支所 
（２）所在地 
   京都市左京区川端通丸太町下ル下堤町９４番地の８ 
（３）概要 
   構造：鉄筋鉄骨コンクリート造 
   規模：地上２階 

   敷地面積：約 706 ㎡ 
延床面積：約 485 ㎡（1階 332㎡、2階 153㎡） 

 
第３ 履行期間 
   令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

 
第４ 委託する事項 
   本市は、受託者に対し、次の事項を委託する（詳細は「第１２委託内容」による。） 
（１） 日常清掃に関すること。 
（２） 定期清掃に関すること。 
（３） 臨時清掃に関すること。 
（４） 配置換え及び移転による執務室の清掃に関すること。 
（５） 改修工事等を行った箇所の清掃に関すること。 
（６） 事故その他の非常時等における応急措置に関すること。 
（７） 災害等における応急措置に関すること。 
 
第５ 業務体制 
   受託者は、業務を円滑に実施するために、本市との連絡調整を行う者で、責任者となる

「業務責任者」１名及び現地の清掃業務に従事する「業務従事者」からなる業務体制を

組織し、業務計画書に基づき業務を実施すること。 
   なお、業務責任者は、１級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務に 
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おいて作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経 
験６年以上程度の者を選定すること。 

第６ 業務の報告及び検査 
（１）業務の報告 
   業務責任者は業務終了後、次の書類等をまとめ、検査員へ提出すること。なお、情報共

有すべき事項等があれば都度報告すること。履行内容については、受託者において、本市

の支払が完了するまで履行状況を証する資料を保管し、それらを本市の求めに応じて提出

すること。 
ア 月間作業報告書 

   ※１回／月検査員まで提出すること。 
  イ 作業日報書（１日の作業内容を記録し報告するもの） 

※１回／１０日検査員まで提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報 
告すること。 

（２）検査 
  ア 受託者は、前項「（１）業務の報告」に基づいて提出する書類によって、検査員の検

査を受けること。 
  イ 受託者は検査により不適当な場所又は瑕疵の指摘を受けた際は、該当箇所の手直しを

行うこと。 
 
第７ 負担区分 
（１）次の各号に掲げるものは、本市の負担とする。 
  ア トイレットペーパー「めぐレット」 
  イ 業務関係者控室（契約期間中に控室の場所が変更となる可能性がある。） 
  ウ 本委託業務の実施に伴い発生する光熱水費 
（２）次の各号に掲げるものは、受託者の負担とする。 
  ア 本委託業務の実施で使用する器材 
  イ 清掃薬品等（洗面台や便器等の陶器を清掃する際には、中性洗剤を使用すること。） 
  ウ 本委託業務に伴う以下の消耗物品 
   （ア） ゴミ回収用ゴミ袋（市販の９０リットルまでの容易に破れない丈夫な袋で無色

透明又は白色透明のものを使用すること） 
   （イ） 手洗い石鹸液 
      ※手洗い石鹸液年間予定使用量 ４０リットル／年（予定であり変動の可能性あ

り） 
  エ ガラス清掃に係る用具及び薬品 
 
第８ 支払い 

月払いとし、履行完了した月の翌月１日以降に、受託者からの請求に基づき支払う。なお、

円未満の端数が生じた場合は、その端数は令和９年３月分に合算して支払う。 

 
第９ 業務管理 
（１）業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法

令に従ってこれを行うこと。 
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（２）受託者は、業務現場における受託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じて保安設備

を設ける等の措置を講じ、事故の防止に努めること。 
（３）受託者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置す

ること。 
（４）受託者は、業務の実施により、機器等で汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法

で養生を行うこと。 
（５）受託者は、業務の完了及び部分完了に際して、当該業務に関連する部分の後片付けを行

うこと。 
 
第 １ ０ 秘密保持義務 
（１）受託者は、業務のために提出された秘密書類及び個人情報を業務の目的以外に使用して

はならない。 
（２）受託者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。なお、

履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。 
 
第１１ 再委託の制限 
（１）受託者は、業務を第三者に再委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により

事前に本市の承諾を得た場合は、この限りではない。 
（２）受託者が、再委託により契約を履行する時は、本市に再委託申請書を提出しなければな

らない。この場合、本市は再委託承諾書により受託者の再委託を承諾するものとする。 
（３）受託者は、再委託をする場合には、全ての再委託の相手先から暴力団又は暴力団員に該

当しておらず又は関係していない旨の誓約書を徴収し、速やかに本市へ提出しなければ

ならない。 
第１２ 委託内容 
（１）日常清掃 
  ア 専用部分 
    専用部分の対象箇所は以下のとおり 
  （ア） 執務室 

  （イ） 会議室 

  （ウ） 倉庫 

  （エ） 更衣室兼倉庫 

   ① 清掃場所については、（別紙１）を、清掃場所別の作業内容については、（別紙２）

を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。 

なお、清掃場所の使用用途の変更により、作業内容を変更することがある。 

（例：会議室スペースを執務室に変更等） 

   ② 月曜日から金曜日の開庁日（以下、「平日」という。）に実施すること。 

   ③ 清掃は、原則午前９時から午後５時までに実施すること。 

  イ 共用部分 

    共用部分の対象箇所は以下のとおり 

  （オ） 廊下 

  （カ） 玄関・風除室 

  （キ） 階段 
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  （ク） 特定屋外喫煙場所 

  （ケ） 給湯室 

  （コ） トイレ 

  （サ） 駐車スペース、屋上 

（シ） ごみ集積庫 
  （ス） 窓ガラス 

 ① 清掃場所については、（別紙１）を、清掃場所別の作業内容については、（別紙２）

を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。 

   ② 平日に実施することを 

   ③ 清掃は、原則午前９時から午後５時までに実施すること。 

  ウ 上下水道局部分 
  （セ） ユニットトイレ 
   ① 清掃場所については、（別紙１）を、清掃場所別の作業内容については、（別紙２）

を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。 

   ② 週１回、平日に実施すること。 

   ③ 清掃は、原則午前９時から午後５時までに実施すること。 

 
（２）定期清掃 
   定期清掃は、床面のワックス塗りやカーペット洗浄等が該当し、上記（ア）から（ス）

の全ての清掃場所で実施すること。 
  ア 清掃場所については、（別紙１）を、清掃場所別の作業内容については、（別紙２）を

参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。 

  イ 土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定される休日及び１２月２９日か

ら１月３日までの日（以下、「閉庁日」という。）に実施すること。 
  ウ 作業実施日及び工程については、事前に監督員（※）に報告すること。 
   ※監督員とは、京都市契約事務規則第３９条に規定する職員をいい、この契約において

は京都市行財政局総務部庁舎管理課に所属する職員をいい、庁舎管理課長の指定する職

員も含むものとする。 
（３）臨時清掃 
   臨時清掃は、上記（ア）から（セ）の全ての清掃場所で適宜必要に応じて実施すること。 
  ア １日１回以上、市庁舎及び敷地内を巡回し、汚れ等の発見に努めること。 
  イ 著しい汚れや汚物、塵芥等があった場合は、その都度速やかに清掃を行うこと。 
（４）配置換え及び移転による執務室の清掃については、監督員の指示する日時に実施するこ

と。 
（５）改修工事等を行った箇所の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。 
（６）事故その他の非常時における応急措置については、次によること。 
  ア 事故その他の非常時においては、適切な処置を講じるとともに、その旨を監督員に報

告すること。 
  イ 作業中は、特に人災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。 
  ウ 作業の実施に当たり、建物又は付属物を滅失又は破損した場合は、速やかに監督員ま

で報告するとともに、受託者の責任において賠償すること。 
  エ 作業の実施に当たり、業務従事者に事故が発生した場合は、速やかに監督員まで報告



 - 5 - 
 

するとともに、受託者の責任において処置すること。 
  オ 作業中に施設の破損や落書き等を発見した場合は、速やかに監督員まで報告すること。 
  カ 作業中に不審者又は不審物等を発見した場合は、直ちに監督員又は警備室まで報告す

ること。 
（７）災害時における応急措置については、次によること。 
  ア 市役所自衛消防組織へ参画するとともに、本市が主催する防災訓練等に参加すること。 
  イ 火災を発見した時又は火災の通報を受けた場合は、初期消火に当たること。 
  ウ その他、適切な措置を講じ、その旨を監督員に報告すること。 
（８）備考 
   （別紙１）に記載の内容について、変更があった場合には、その時々の現状を優先する

こと。また、清掃方法等の判断ができない場合は、監督者と受託者とで協議すること。 
 
第１３ 業務の実施 
（１）受託者は、業務の実施に先立ち、施設等の現状及び仕様書に基づく業務内容を業務従事

者（業務関係者を含む。以下、同じ。）に周知徹底させること。 
（２）各執務室等の出入口の鍵の受渡しは、別途本市から指示する。 
 
第１４ 業務の引継 

（１） 前任受託者から責任をもって各業務の引継を契約期間の１箇月前までに受けること。 

また、引継にあたっては、前任受託者と調整し、出席者・日程の承認を得ること。 
（２） 次年度の業務に支障が出ることがないよう責任をもって後任受託者へ業務を引き継ぐ 

  こと。 

 
第 １ ５ 留意事項 
（１）受託者は、業務の実施に必要な業務従事者を不足なく配置すること。 
（２）受託者は、業務従事者に労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。 
（３）受託者は、本仕様書に基づき、効果的かつ適正なシフト、機動性を発揮した流動的な対

応が出来る人員配置及び業務体制を整備すること。 
（４）受託者は、緊急時の増員及び従業員の急病等の欠員時には、概ね１時間以内に対応でき

るよう、人員体制を整えておくこと。 
（５）受託者は、清掃業務中、制服、名札を着用すること。なお、制服、名札等にかかる費用

については、受託者の負担とする。 
（６）受託者は、清掃場所の材質及び汚れの程度に適した清掃器具を最も効果的に使用するこ

と。また、可能な限り清掃業務の機械化を図り、合理的かつ効率的な作業に努めること。 
（７）受託者は、人流の多い区域やエリア等の汚染状況を半期ごとに調査し、清掃内容、回数

の見直しを行い、改善が必要であれば本市へ提案すること。 
（８）受託者は、市庁舎において京都市地球温暖化対策条例及び環境マネジメントシステム

（KYOMS）の内容を考慮し、環境に配慮した業務実施に努めること。 

（９）受託者は、清掃業務の遂行に当たって、業務責任者、業務従事者すべてを指揮監督し、

労働基準法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として

全ての責任を負うこと。 
（１０）受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、本市の設備、建物等に損害を与えた場
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合、受託者は直ちにその旨を本市に届け出るとともに、損害を賠償すること。また、受

託者が第三者に損害を与えた場合についても同様とすること。 
（１１）受託者は、仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない場合については、本市と協議す

ること。 
（１２）受託者は、仕様書に基づくことが困難な場合又は不都合な場合については、本市と協

議すること。 
























